高岡市農業用用排水路安全施設整備費補助金交付要綱

　（趣旨）

第１条　この要綱は、高岡市農業用用排水路安全施設整備費補助金の交付に関し、高岡市補助金等交付規則（平成17年高岡市規則第32号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
　（補助金の交付対象）

第２条　補助金の交付の対象とする者は、次のいずれかの団体とする。

　（1） 連合自治会

　（2） 地域住民で組織される団体で、次条の補助対象事業を実施することができるものとして市長が適当と認めるもの
　（補助金交付の対象事業）
第３条　補助金の交付の対象とする事業（以下「補助対象事業」という。）は、別表に掲げる事業とする。
　（補助対象経費）
第４条　補助の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、前条の補助対象事業に要する経費とする。
　（補助金の額）
第５条　補助金の額は、補助対象経費の額とする。ただし、別表に掲げるソフト対策のみを実施する場合は100千円を、セミハード対策のみを実施する場合は300千円を限度とする。また、ソフト対策とセミハード対策を併せて実施する場合は、ソフト対策に係る費用は100千円を超えないものとし、合計で300千円を限度とする。

　（補助金の交付申請）

第６条　補助対象事業に係る補助金の交付を申請しようとする団体（以下「申請団体」という。）は、補助金の交付を受けようとするときは、高岡市農業用用排水路安全施設整備費交付申請書(様式第１号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
　（１）実施計画書（様式第２号）
（２）収支予算書（様式第３号）
　（補助金の交付決定）
第７条　市長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金を交付すべきものと認めたときは、予算の範囲内において補助金の交付決定をするものとする。

　（交付条件）

第８条　市長は、補助金の交付目的を達成するため、必要と認める場合は、条件を付することができる。
　（決定の通知）
第９条　市長は、第７条の規定により補助金の交付の決定をしたときは、高岡市農業用用排水路安全施設整備費補助金交付決定通知書（様式第４号）により、申請団体に通知するものとする。
　（補助事業の変更等）
第10条　補助金の交付決定通知を受けた団体（以下「補助事業者」という。）は、補助金の交付の決定を受けた後において、補助対象事業の内容若しくは予算の変更又は補助対象事業の中止若しくは廃止をしようとするときは、高岡市農業用用排水路安全施設整備費補助金事業等変更（中止・廃止）承認申請書（様式第５号）を市長に提出して、その承認を受けなければならない。ただし、市長が当該変更を軽微な変更と認めるときは、この限りでない。

　（実績報告）

第11条　補助事業者は補助事業が完了したときは、高岡市農業用用排水路安全施設整備費補助金実績報告書（様式第６号）に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。
　(１)　実績報告書（様式第２号）
　(２)　収支決算書（様式第３号）
　(３)　実施内容が確認できる写真等
　(４)　領収書等の写し
　（補助金の額の確定）
第12条　市長は、前条の実績報告書を受けたときは、その内容を審査し、及び必要に応じて現地調査等を行い、補助対象事業が適切に実施されたと認めるときは、高岡市農業用用排水路安全施設整備費補助金確定通知書（様式第７号）により、補助金の額を通知するものとする。
　（補助金等の交付請求）
第13条　前条の規定による通知を受けた補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、高岡市農業用用排水路安全施設整備費補助金請求書（様式第８号）を市長に提出しなければならない。
　（補助金の交付）
第14条　市長は前条の規定により請求書の提出を受けた場合において、これを審査し、適当であると認めるときは、補助事業者に当該請求額を交付するものとする。
　（関係書類の整備等）
第15条　補助事業者は、補助対象事業の施行状況及び経費の収支に関する帳簿その他関係書類（市長が別に指示する書類を含む。以下同じ。）を整備し、当該補助対象事業の完了した日の属する会計年度の翌年度の初日から起算して5年間これを保管しなければならない。
　（決定の取消し等）
第16条 市長は、規則第17条に基づき、補助対象事業に係る補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

２　前項の規定は、第12条の規定による補助金の確定があった後においても適用する。 

（補助金の返還）

第17条　市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し期限を定めてその返還を命ずるものとする。 

２　市長は、第12条の規定により交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、補助事業者に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
　（報告、検査及び指示）
第18条　市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し質問をし、報告を求め、若しくは補助対象事業の施行上必要な指示をし、又は第15条の帳簿その他関係書類について検査することができる。

　（補助金の流用の禁止）
第19条　補助事業者は、交付を受けた補助金を他の用途に流用してはならない。

　（その他）
第20条　この要綱の運用に関し必要な事項は、その都度市長が別に定める。　　　
附　則
　（施行期日）

１　この要綱は、令和５年６月１日から施行する。
（要綱の失効）
２　この要綱は、令和11年３月31日限り、その効力を失う。
３　前項の規定にかかわらず、この要綱の失効前に補助金の交付決定を受けたものにかかる規定は、この要綱の失効後も、なおその効力を有する。
　　　附　則
　この要綱は、令和７年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この要綱は、令和８年４月１日から施行する。

別表（第３条関係）
	項目
	内容

	ソフト対策
	注意喚起を呼び掛けるチラシの作成、危険性の認識の向上を目的とした看板の設置等、啓発を目的とした安全対策の実施

	セミハード対策
	・視認性の向上を図るための設備（ポールコーン、道路鋲、路面標示等）の設置

・水路等へのメッシュ網、蓋がけ等の設置
・転落防止柵等（簡易柵、すき間チェーン、救命ロープ等）の設置
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